参考様式３（果樹等及び農業用施設の設置に係る同意書）

確      認      書


　土地所有者（以下「甲」という）及び転借人（以下「乙」という）並びに公益財団法人徳島県農業開発公社代表理事（以下「丙」という）は、農地中間管理事業により利用権を設定している甲の農用地等（以下「農地」という。）において、乙が農地を利用する上で実施する次の内容について確認し、同意したので、３部作成し、各自１部を保有する。

１　農地の所在、地目及び面積
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２　利用目的、内容
　＜記載例＞
　・施設いちご栽培のため、単棟鉄骨ハウス３棟（300㎡）を設置する。
　・ブドウ栽培のため、ブドウの木の植栽及びブドウ棚を設置する。

３　返還時の原状回復義務
　＜記載例＞
（原状回復する場合）
　・乙は、利用権の存続期間が満了した場合には、原状回復した上で返還するものとし、　　　丙は、原状回復の義務を負わない。

（原状回復しない場合）
　・乙は、利用権の存続期間が満了した場合には、原状回復の義務を負わないものとし、　　現状有姿で返還するものとする。

（果樹等の場合）
　・乙は、利用権の存続期間が満了した場合には、原状回復の義務を負わないものとし、　　　現状有姿で返還する。ただし、利用権存続期間内に甲が原因で解約した場合には、　　　育成費相当額等を離作補償として甲に請求することができる。なお、その額は返還　　　時の簿価をもって算出するなど丙を通して双方で合意した額とする。

４	その他
（１）農用地利用集積等促進計画の共通事項と確認書が相反する内容となっている場合は、確認書を特約として優先する。
（２）期間満了時において、契約を更新する場合には甲から異議の申出がない限りこの　　確認内容は継続するものとする。
（３）疑義が生じた場合は、甲、乙及び丙の３者で協議し、解決する。


　令和　　年　　月　　日


                              甲（土地所有者）
住　所
氏　名（署名）　　　　　　　　　　　　印

                              乙（転借人）
住　所
氏　名（署名）　　　　　　　　　　　　印

                              丙（徳島県農地中間管理機構）
住　所　徳島市北佐古一番町5番12号
氏　名　公益財団法人徳島県農業開発公社
　　　　代表理事　　　　　　　　　　　印


